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中小企業省力化投資補助金 
中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等に対して、IoT、ロボット等の人

手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、簡易で即効性がある

省力化投資を促進し、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とします。 

補助対象 補助上限額 補助率 

補助対象として 

カタログに登録された 

製品等 

従業員数 5 名以下 200 万円 （300 万円） 

1/2 以下 従業員数 6～20 名 500 万円 （750 万円） 

従業員数 21 名以上 1,000 万円（1,500 万円） 

※賃上げ要件を達成した場合、（ ）内の値に補助上限額が引き上げられます。 

中小企業省力化投資補助金ＨＰ ⇒ https://shoryokuka.smrj.go.jp/    

ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金 

申請受付期限及び補助事業実施期間が延長されました！ 

申請期間 
令和５年１２月２０日(水) ～ 令和６年６月２８日(金) 

※都度審査。予算額に達し次第、受付終了となります。 

実績報告期限 
・補助事業が完了した日から３０日以内 

・令和６年１１月２９日(金)            のいずれか早い日 

補助率／補助金額 ２分の１以内 ／ ５００万円以内（下限額１００万円） 

補助対象経費 

生産性向上に資する以下の経費（各品の単価が１０万円（税抜）以上のもの） 

①機械装置等の購入・製作・改良に要する経費 

②専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築に要する経費 

③①または②の導入に直接必要な運搬・据付に要する経費 

※生産性向上の例・・・生産量増大化、省人化、業務効率化など 

※対象外経費・・・汎用品（パソコン、タブレット、プリンター他）、 

建築・改築費、構築物・簡易建物・車両等の取得、 

賃借・リース料、修繕・更新費用 他 

ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金ＨＰ ⇒ https://chiba-seisansei-up.jp/  

南房総市がんばる事業者支援事業補助金 
南房総市では、市内における起業や既存事業の機能強化、新たな分野への取組や地域雇用を創出する事業者に

対して、5つの建物・設備投資メニューと雇用支援メニューによりきめ細かく支援することで、産業の振興や高

度化、地域経済の活性化に繋げ、地方創生を推進します。 
建物・設備支援メニュー 補助対象となる業種など 補助率 補助金額 

起業家支援事業 製造業、 

情報通信業、 

卸売業、小売業、 

学術研究、専門・技術サービス業、 

宿泊業、飲食サービス業、 

生活関連サービス業、娯楽業 

30％以内 

最大 100 万円 

子育て＋20 万円 

 移住子育て＋50 万円 

市内進出支援事業 
最大 200 万円（従業員 3 人） 

最大 100 万円（従業員 1～2 人） 

新分野参入支援事業 
最大 100 万円 

 市内農水産物＋10 万円 

事業高度化支援事業 
最大 100 万円 

移動販売導入支援事業 飲食サービス業、小売業 

雇用創出支援メニュー 

「起業家支援事業」「市内進出支援事業」「新

分野参入支援事業」「事業高度化支援事業」

「移動販売導入支援事業」を実施した事業者 

 
最大 300 万円 

（従業員 1 人あたり 60 万円） 

申請期限：令和 6年 12月 26日（木）必着 ※随時申請、予算額に達し次第、受付が締め切りとなります。 

【令和 6年度】南房総市がんばる事業者支援事業補助金ＨＰ ⇒  

https://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000020113.html  

2024年 4月 

南房総市内房商工会 

 〒299-2403 

南房総市富浦町原岡 918 

TEL：0470-33-2257 

FAX：0470-33-4268 URL：https://uchibo.sakura.ne.jp/  MAIL：uchibo@star.ocn.ne.jp 
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中小企業診断士による相談窓口の開設日 
コロナや物価高騰といった事業環境の変化によってお困りの事業者の皆様に、 

専門家（中小企業診断士）が補助金の活用や売上回復に向けた相談支援を行います。 

 

 
 

・補助金の申請書類の策定（国・県・市などの各種補助金） 

・国等の各種支援施策の活用支援 

 （経営力向上計画、先端設備等導入計画など） 

・原材料価格等の物価高騰に対応した価格転嫁 

・災害に対応した BCP計画の策定 

・資金繰りや返済計画の策定 

・集客や販路開拓の相談 等 

 

 

相談日時・専門相談員 

鳥居 俊夫 先生 

（中小企業診断士） 

10：00 ～ 16：00  

https://torii-c.jp/ 

野本 俊一 先生 

（中小企業診断士） 

10：00 ～ 16：00  
https://www.nomoto-partners.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予約方法：お電話（TEL：0470-33-2257）にてご予約ください。 

 

 

節税対策はお早めにご相談ください。         

事前予約制 

相談無料 

相談内容 

令和 5 年度補正事業環境変化対応型支援事業 

 
物価高騰対策 


